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1 設計書11頁
鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則第6条の2
にて定められた者を指します。

2
特記仕様書
2ページ

鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則第6条の2
にて定めのある、設計図書その他の書面及び目
視による調査です。
なお、補修対象機器の分析調査は含まれませ
ん。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号

工事名 春日地区農業集落排水施設No.3曝気撹拌装置補修工事

質問内容

第5号明細書に記載のあります
「アスベスト含有事前調査 有資
格者調査」とは具体的にどのよう
な資格者の事を差すのでしょう
か？

特記仕様書の2ページ 第2節 §1.
機械設備修繕工事 ４．に記載の
あります項目について、詳細を教
えていただきたく存じます。（補
修対象の機器を水中から引き上げ
た際に調査を行うという解釈にな
りますでしょうか？


